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１ 期     日  令和５年１月１９日（木） 

２ 場     所  教育委員会室 

３ 開     会    午後２時３０分 

４ 出 席 委 員 教   育   長 細 田 眞由美 

 教育長職務代理者 大 谷 幸 男 

 委            員 石 田 有 世 

 委            員 野 上 武 利 

 委            員 武 田 ちあき 

 委            員 武 川 行 秀 

５ 議場に出席した者 副教育長 小田嶋  哲 

 管理部長 栗 原 章 浩 

 学校教育部長 千 葉  裕 

 生涯学習部長 山 浦 麻 紀 

 生涯学習総合センター館長 中 村 幸 司 

 中央図書館長 尾 﨑 尚 子 

 管理部参事 玉 崎 芳 行 

 管理部参事兼教育総務課長 髙 木 泰 博 

 管理部参事兼教育政策室長 丹   能 成 

 管理部参事兼学校施設管理課長 大 友  健 

 学校教育部参事兼教職員人事課長 田 中 一 秀 

 学校教育部参事兼指導１課長 藤 田 昌 一 

 学校教育部参事兼指導２課長 長 岡 有実子 

 学校教育部参事兼総合教育相談室長 内 野 多美子 

 学校教育部参事兼高校教育課長 鴨志田 新 一 

 学校教育部参事兼舘岩少年自然の家所長 新 堀   栄 

 生涯学習部参事兼青少年宇宙科学館長 豊 田 由 香 

 生涯学習部参事兼うらわ美術館副館長 酒 井 浩 志 

 生涯学習総合センター参事兼生涯学習総合

センター副館長 

中 村 和 哉 

 中央図書館参事兼管理課長 内 田 浩 史 

 中央図書館参事兼資料サービス課長 水 澤 祐 子 

 教育財務課長 竹 内 孝 央 

 学校施設整備課長 溝 上 靖 朗 

 学事課長 菱 沼 孝 行 

 教職員給与課長 木 村 哲 也 

 特別支援教育室長 長谷場 明 博 

 健康教育課長 宮 野  充 
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６ 会議録署名委員  武 川 行 秀 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 教育研究所長 深 津 健太郎 

 生涯学習振興課長 辰 市 健太朗 

 人権教育推進室長 釜   浩 美 

 文化財保護課長 柴 田  崇 

 博物館長 髙 力  弘 
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７ 議事等の概要 

細田教育長 

 

 

書記 

 

細田教育長 

 

 

各委員 

 

細田教育長 

 

 

 

 

 

 

各委員 

 

細田教育長 

 

それでは、ただいまから教育委員会会議を開会いたします。 

本日は、傍聴を希望する方は、いらっしゃいますか。 

 

１名いらっしゃいます。 

 

本日は、会議を傍聴する方がいらっしゃいますが、許可してよろ

しいでしょうか。 

 

＜異議なし＞ 

 

それでは、傍聴を許可します。 

本日の会議録の署名は、武川委員にお願いいたします。 

本日の議案については、報告第１号は人事に関する案件、報告第

２号から第９号、議案第１号から第３号は議会に関する案件である

ことから、非公開とすることをお諮りしたいと思いますが、委員の

皆さんいかがでしょうか。 

 

＜異議なし＞ 

 

それでは、出席委員全員の賛成をいただきましたので、本日の議

案は全て非公開となります。 

なお、本日の議案のうち、報告第１号から第９号は、緊急に処理

する必要があると認められ、かつ、会議を招集するいとまがないこ

とから、さいたま市教育委員会教育長 に対する事務委任規則第４条

の規定により臨時代理いたしましたので御報告するものでございま

す。会議の順番ですが、議案第１号から第３号、続いて報告第１号

から第９号の順に審議することといたします。また、報告第２号と

第３号、報告第５号と６号、報告第８号と第９号は内容が関連して

おりますので、一括して報告することとします。また、議案第３号

については議案説明のあと、新型コロナウイルス感染症感染拡大防

止策徹底のため、その質疑を、前半：管理部及び学校教育部、後

半：生涯学習部として事務局の入れ替えをさせていただきます。 

傍聴の方に申し上げます。先ほど決まりましたとおりここからの

審議につきましては非公開となりますので、御退室ください。 

 

議案第１号 令和５年度教育行政方針について 

 

細田教育長 それでは、議案第１号について事務局から説明をお願いします。 
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教育政策室長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは、議案第１号について御説明申し上げます。１月５日の

検討会で頂戴いたしました様々な御指摘を踏まえ修正した項目のう

ち、主なものについて説明をさせていただきます。 

資料につきましては、議案の他に説明資料をお配りさせていただ

いております。左上に「議案第１号説明資料」とあるものでござい

ます。本説明資料につきましては、議案と同じ内容となっておりま

す。説明用として修正箇所が分かるように下線を引いてありますの

で、こちらを御覧いただきたいと存じます。 

それでは、表紙をおめくりいただき、左ページの構成を御覧くだ

さい。はじめに、構成に関する修正点につきまして御説明いたしま

す。御指摘をいただきました「取組・事業のタイトルにプロジェク

ト名等を入れる」ことや、「取組・事業の内容を踏まえて、構成を整

理する」ことについて、今回、「第２期さいたま市教育振興基本計画 

さいたま市教育アクションプラン」の記載順をベースにしつつ、構

成について見直しを行い、各取組・事業のタイトルについてアップ

デートを図るとともに、令和５年度における取組、事業の大きさや

優先度等を踏まえ、記載順を整理いたしました。 

６ページから１２ページにつきましては、現時点で教育長年頭訓

示を掲載しておりますが、現在、こちらを基に校正作業を行ってい

るところでございますので、御承知おきいただければと存じます。 

続きまして、１３ページ以降の各取組・事業の主な修正について

御説明させていただきます。 

１４ページを御覧ください。「（２）全ての子どもたちの可能性を

引き出す「個別最適な学び」の実現」につきまして、タブレットの

活用状況について追記しております。 

続きまして、１８ページを御覧ください。「（６）企業へのビジネ

ス提案を取り入れた探究学習プログラム 「さいたまエンジン」の

推進」につきまして、協力企業からの声を追記するなど、「さいたま

エンジン」の魅力が一層伝わるよう記述を修正しております。 

続きまして、２５ページを御覧ください。「（６）学びの下支えと

なる「非認知能力」（EQ）の向上に向けた取組の推進」につきまし

て、これまで「非認知能力」については、 舘岩少年自然の家の取

組の中でのみ記載しておりましたが、取組の推進を図るべく、新た

な項目を設定し記載しております。 

続きまして、２６ページを御覧ください。「（７）舘岩少年自然の

家を活動拠点とした自然体験活動の推進」につきまして、自然体験

活動の目的とともに、児童生徒の様子やアンケートの結果に触れな
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細田教育長 

がら、令和４年度の成果と令和５年度の取組について記載しており

ます。 

続きまして、３０ページを御覧ください。「（12）児童生徒一人ひ

とりへきめ細かな支援を行うスクールアシスタントの配置」につき

まして、検討会時には記載がございませんでしたが、事業の重要性

を鑑み、再度記載いたしました。内容につきましては、スクールア

シスタントの配置を目的としたものではなく、目指すべき教育の在

り方を踏まえた内容としております。 

続きまして、３１ページを御覧ください。「（１）日本一の英語教

育「グローバル・スタディ」の更なる推進」につきまして、令和３

年度の全国英語ディベート大会における浦和中学校、浦和高等学校

のダブル優勝など、これまでの実績等を踏まえた記述に修正してお

ります。 

続きまして、３７ページを御覧ください。「（７）心のサポート体

制の充実」につきまして、複雑化、多様化する児童生徒の状況につ

いて詳細に記載するとともに、「24 時間子ども SOS 窓口」等につい

て、引き続き実施していく旨を追記するとともに、効果が伝わるよ

うにしております。 

続きまして、４８ページを御覧ください。「（９）新しい時代に活

かすメディアリテラシー事業の推進」につきまして、マルチメディ

アライブラリーについて追記するとともに、メディアリテラシー事

業の内容について、より詳細が伝わるよう記述を修正しておりま

す。 

続きまして、５５ページを御覧ください。「（１）「新たな教師の学

びの姿」の具現化」につきまして、検討会時は「教員の資質能力の

向上」としておりましたが、全体的に書き直しを行っております。 

以上、主な修正箇所について説明させていただきました。最後

に、先日の検討会におきまして御質問をいただきました、教育行政

方針の販売部数と、Ｗｅｂページの閲覧数につきまして、ここでお

時間を頂戴しまして、お答えさせていただきます。まず、販売部数

でございますが、令和４年度版につきまして、販売開始の令和４年

２月１日から令和４年１０月３１日までの集計で７冊となっており

ます。続きまして、Ｗｅｂページ閲覧数でございますが、令和４年

度版が掲載開始となりました令和４年２月１日から令和４年１２月

３１日までの集計で３，９２３件となっております。 

以上でございます。御審議の程、何卒よろしくお願いいたしま

す。 

    

何かありますか。 
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武田委員 

 

 

 

 

教育政策室長 

 

 

 

大谷委員 

 

 

 

 

 

 

 

教育政策室長 

 

 

 

細田教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検討会等におかれましては質問にお答えいただきましてありがとう

ございました。 

お読みになられた方の反応、感想、意見等を受け止める方法はある

ものでしょうか。 

 

現時点では、市民の方からのお声を受けるシステムは整っているも

のではございません。今後の課題の一つとして検討させていただきた

いと考えております。 

 

感想となりますが、全体的に記述が具体的なものとなり、良い仕上

がりになったと思います。 

気になったところでは、文末の表現、基本的にはですます調となっ

ていると思いますが、もう一度しっかり確認をお願いします。また、

不登校については非常に難しい課題が多いということを前提にして、

特例校のお話をしましたが、この項目は頭出しされたのか、どうされ

たのかお聞かせいただきたいと思います。 

 

不登校の部分につきましては、学校の具体的な取組を盛り込みまし

たが、特例校に向けての頭出しは、今回の記載では行っておりませ

ん。 

 

今のお話、今後どのように取り組んでいくか、議論をしていくかの

記載があってもよいものと思いますので、再度検討したいと思いま

す。 

私からも何点かございまして、３１ページからの「Ⅲ グローバル

社会で活躍できる豊かな人間性と健やかな体の育成」の「（１）日本

一の英語教育「グローバル・スタディ」の更なる推進」の部分で、模

擬国連について触れているのは３２ページ中「世界的な問題について

解決策を討論する模擬国連等に中学生が参加する機会を増やすなど」

の一文のみでしょうか。この事業は、更に重要な事業として取り扱っ

ていくこととなると思います。一つ項目を作るくらいの想いであった

ところでもありますので、どのようなことを実施し、どのような成果

があり、令和５年度はどのように展開していくかをしっかりと書いて

いただきたいと思います。また、似たような点ではありますが、４８

ページからの「（９）新しい時代に活かすメディアリテラシー事業の

推進」の部分、今私自身が、この辺のプロジェクトベースドラーニン

グのことについて、本市で取り組んでいることを取りまとめた文書を

書いているのですが、さいたまエンジンやこのようなさいたま市の教
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武田委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

細田教育長 

 

 

 

 

 

 

各委員 

 

細田教育長 

 

育活動の中のプロジェクトベースドラーニング、探究型の学び、学習

について、さいたま KIDS 郷育 MOVIE プロジェクトも同じ捉え方で書

いていただきたいと思います。教科の壁を溶かして、何かのプロジェ

クトで子ども達が学んでいく、さいたま KIDS 郷育 MOVIE プロジェク

トは、マルチメディアでアプローチをしていくという、今日的な面白

い取組みでもございますので、そのような主旨での記載を加えていた

だけるとありがたいと思います。 

 他に何かございますか。 

 

 大変丁寧な記述になっていると思います。今さいたま市教育委員

会が何を目指しており、何をどこまでやっているのか、より具体的

に分かる形になっていると思いますので、この教育行政方針の実現

可能性が、現実的な目標として手に取れる形になっていると思いま

す。また、さいたま市教育委員会が持っている活力や実績を体現し

た形となっておりますので、非常に説得力のあるものになっている

と感じております。 

 さいたま市教育委員会が目指す方向だけではなく、今の日本の教

育が進んでいくべき方向を学べるテキストともなっていると思いま

す。「日本一の教育都市」であると、私達が言うことが単なるフレー

ズでなく、こういった裏付けがあり、いわば証拠として出すものと

なりますので、やっていることはしっかりと全部出していくことは

我々の責任と考えますので、指針として多くの方にお読みいただけ

ればと思います。 

 

この教育行政方針を、広く皆様にお読みいただき、ここを拠り所に

しながら１６８校、６０の生涯学習施設、多くの市民の方々にも御理

解をいただきながら教育行政を推進していきたいと考えております。 

他に何かございますか。 

それでは、議案第１号につきましては、原案のとおりとしてよろし

いですか。 

 

 ＜異議なし＞ 

 

出席委員全員の賛成により、議案第１号は原案のとおり可決され

ました。 

ここで事務局の入替えを行います。準備ができ次第、再開いたし

ます 

 

議案第２号 令和４年度さいたま市一般会計補正予算（教育費）について 
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細田教育長 

 

 

教育財務課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは再開します。議案第２号について事務局から説明をお願

いします。 

 

それでは、議案第２号につきまして、御説明させていただきま

す。 

資料は、お手元に配布してある 別冊２の資料 １ページから２０

ページまでとなります。 

まず、１７ページをお願いします。提案理由でございますが、国

庫補助金を活用した小・中学校のトイレの改修工事の実施及び学校

における感染症対策を継続するため、新型コロナウイルス感染症対

策用品等を購入するとともに、各事業における契約差額等によって

生じた事業費の減額を市長に申出するものです。 

戻りまして、５ページをお願いします。第１表「歳入歳出予算補

正」でございますが、まず上の表、歳入につきましては、右から２

つ目、補正額の列を御覧ください。一番下の行、歳入合計６億３，

８１５万円の増
．
額補正となります。次に下の表、歳出につきまして

は、歳出合計２４億５，７９４万３千円の増額補正となっておりま

す。詳細については、後程御説明させていただきます。 

６ページをお願いいたします。第２表「継続費補正」でございま

すが、継続費の変更を行う事業として３事業、廃止が１事業ござい

ますが、契約差額や工事進捗にあわせ、年割額及び総額を減額補正

するものです。なお、詳細につきましては、１４ページに記載して

おります。 

７ページをお願いします。第３表「繰越明許費補正」でございま

すが、３事業ございます。１番目の「小学校営繕事業」、２番目の

「中学校営繕事業」は、今回の補正予算で予算化するトイレ改修工

事及び既定予算で実施予定だった工事のうち年度内の事業完了が見

込めないものについて次年度へ繰越すものでございます。３番目の

「文化財保護事業」は、真福寺貝塚整備事業の移転補償について、

地権者との調整に不測の日数を要したため、年度内に事業完了が見

込めないため次年度へ繰越すものでございます。 

次に、補正予算の詳細について御説明したいと思います。１０ペ

ージをお願いいたします。提案理由時に申し上げましたが、２月議

会に関しましては、年度の中では最後の議会となることから、通常

の新たに行う取組に関し予算を増額する補正予算と各事業の決算見

込み額に合わせて予算額を減額する補正予算の２つの要素が入った

補正予算となっております。 
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大谷委員 

 

 

 

 

 

学校施設管理課

長 

 

１１ページから１３ページの「２ 歳出」の事項別明細書を御覧く

ださい。表の一番右側の説明欄ですが、各事務事業名を表記してあ

りますが、金額の前に△印がついているものは、先ほど説明いたし

ました決算見込額に合わせて減額補正を行う事業となっておりま

す。また、事業名のみで金額が記載されていない事業は、歳出予算

額は変えずに関係する歳入（財源）のみ補正を行う事業となってお

ります。１０ページの歳入も歳出同様の考え方に基づいた補正予算

となります。 

続きまして、「通常補正分」として増額補正を行います４つの事業

について御説明いたします。 

１８ページをお願いします。今回の補正予算は、国の令和３年度

補正予算を活用し、全て予算を繰り越して実施するものでございま

す。上段、教職員給与課の所管する「職員人件費」ですが、当初予

算に計上しておりません勧奨退職、普通退職等に対する退職手当の

発生に伴い補正を行うものとなっております。続きまして、下段の

学校施設整備課所管の「小学校営繕事業」でございますが、こちら

は片柳小学校の屋内運動場等の改修工事につきまして、片柳地区に

おける将来的な公共施設の在り方について検討を行うため、計画し

ていた改修工事を停止し、継続費を廃止するものでございます。 

続きまして、１９ページ上段の学校施設管理課所管の「小学校営

繕事業」でございますが、国庫補助金を活用し三室小学校外１６校

のトイレ改修工事を行うものです。補正額は２６億２，２８８万６

千円ですが、年度内に完成が見込めないため全額繰越明許するもの

です。次に、下段、学校施設管理課所管の「中学校営繕事業」でご

ざいますが、小学校同様、国庫補助金を活用し、桜木中学校外６校

のトイレ改修工事を行うものです。補正額は９億２，７７７万３千

円で、こちらも年度内に完成が見込めないため全額繰越明許をする

ものです。 

説明は、以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

  

片柳小学校について、教育活動には支障はないものと考えてよろ

しいのでしょうか。もう一点が、トイレ改修事業についてですが、

学校訪問をする際にも多くの学校で改修されており、大変ありがた

いところですがおおよそ何年度を目途にこのような改修が全て完了

する見込みとなっているのでしょうか。 

 

片柳小学校屋内運動場等改修事業につきましては、片柳小学校の

教育活動には支障のないものでございます。 
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学校施設整備課

長 

 

 

 

細田教育長 

 

 

 

各委員 

 

細田教育長 

 

  

トイレ改修工事につきましては、令和７年度を目途に９０％の学

校で完了させるのが当面の目標となっております。残りについて

は、リフレッシュ改修工事に含めて実施し、全ての学校のトイレ改

修を実施するものでございます。 

 

他に何かございますか。 

それでは、議案第２号につきましては、原案のとおりとしてよろし

いですか。 

 

 ＜異議なし＞ 

 

出席委員全員の賛成により、議案第２号は原案のとおり可決され

ました。 

ここで事務局の入替えを行います。準備ができ次第、再開いたし

ます。 

 

議案第３号 令和５年度さいたま市一般会計予算（教育費）について 

 

細田教育長 

 

 

 

 

 

 

教育財務課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは再開します。続きまして、議案第３号となります。会議

の冒頭にも御説明をさせていただきましたが、質疑については、前

前半と後半に分けさせていただきます。 

議案全体の説明及び前半の質疑応答、事務局の入替えを行い、後

半の質疑応答のあと、採決をさせていただきます。 

それでは、事務局から説明をお願いします。 

 

議案第３号について説明をさせていただきます。 

議案書及び資料は、別冊２の２１ページ以降になります。提案理

由でございますが、資料３９ページをお開きください。令和４年度

さいたま市一般会計予算の教育費に係る歳入歳出予算について、市

長に申出するものでございます。 

それでは、少し戻りまして２４ページをお願いいたします。第１

表「歳入歳出予算」でございますが、教育委員会所管の歳入予算合

計は、(上の表の一番下にありますとおり)１５０億８，５２３万５

千円、歳出予算合計は、下の表の一番下にありますとおり１０５５

億２，９１１万１千円となっております。 

次ページ２５ページをお願いいたします。第２表「継続費」でご

ざいます。継続費は、工事や設計などに複数年を要する事業に関す

るもので、今回新たに設定するのは、各小学校・中学校の改修など
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８事業となります。それぞれの事業の総額と年割額を定めるもので

ございます。 

２６ページをお願いいたします。第３表「債務負担行為」でござ

いますが、令和５年度予算で新たに設定する債務負担行為は「理数

科ネットワークシステム（大宮北高等学校）賃借料」や「美園北小

学校仮設校舎賃借料」など２２事業となります。賃貸借や業務委託

における複数年契約など、将来にわたる財政支出行為を担保するた

めに設定するもので、それぞれ期間、限度額を定めるものでござい

ます。 

続きまして２８ページをお願いいたします。２８ページから３０

ページに亘りますが、教育委員会にかかる歳入予算の明細が記載さ

れております。歳入予算合計は、３０ページの一番下の段の本年度

の欄にありますとおり、１５０億８，５２３万５千円となってお

り、前年度より９億２，７６９万４千円の増額となっております。

増減率で６.６％の増額となります。 

３２ページをお願いいたします。こちらが歳出予算の明細が記載

されているものとなりまして、１０款教育費は「１項 教育総務

費」から、３５ページの「８項 特別支援学校費」に亘りますが、

３５ページ１番下の本年度欄合計にありますとおり、令和５年度の

教育費の歳出予算は合計で１，０５５億２，９１１万１千円となっ

ております。令和４年度当初予算額と比較しますと、８３億７，５

４４万円の増加で、伸び率は８.６％増となっております。学校施設

のリフレッシュ工事や空調機整備、武蔵浦和駅周辺地区義務教育学

校の整備、個別最適な学びを実現するための教育データ可視化シス

テムの開発、学校給食用食材の物価高騰分の公費負担、原油価格の

高騰による光熱費や燃料費増が、この教育費予算の伸びにつながっ

たものと考えております。 

４１ページをお願いします。各事務事業の概要となっておりま

す。人件費以外の教育委員会事務局所管のすべての事務事業を掲載

しております。私からは、新規・拡大事業を中心とした主要事業を

ピックアップする形で簡単ではありますが、御説明させていただき

ます。 

最初に５２ページ下段、指導 1 課所管「学校教育推進事業」〈主な

事業〉の「１ アクティブ・ラーニングの推進」を御覧ください。子

どもたちの真の学力を育成するため、タブレット型コンピュータに

整備する情報教育学習支援ソフト等を活用するなど、主体的・対話

的で深い学び、アクティブ・ラーニングの視点からの授業改善を図

るものです。次に、同項目の「５ 部活動指導員配置の推進」を御

覧ください。部活動をより充実させ、学校業務の適正化を図るた
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め、単独で技術指導及び引率ができる部活動指導員を市立中学校へ

配置します。また、中学校モデル校の休日の部活動を統括団体から

派遣された指導者が指導します。 

続きまして、５８ページ下段、総合教育相談室所管「教育相談推

進事業」となりまして、〈主な事業〉「４ 不登校等児童生徒への支

援の充実」を御覧ください。不登校等児童生徒支援センター、Ｇｒ

ｏｗｔｈにおいて、授業等を補助する外部人材やメタバースを活用

したオンライン学習を導入し、学習支援・相談支援の充実を図るも

のです。 

続きまして、５９ページ下段、高校教育課所管「特色ある学校づ

くり事業」〈主な事業〉の「４ スポーツを科学する生徒の育成」を

御覧ください。ＩＴを活用した「スマート部活動」を通して、さい

たまＳＴＥＡＭＳ教育を推進するため、市立高等学校・中学校・小

学校において、実証実験及び検証を行うものです。 

６０ページ上段、教育研究所所管「教育情報ネットワーク推進事

業」〈主な事業〉の「１ 児童生徒用コンピュータ整備事業」を御覧

ください。児童生徒１人１台端末の効果を高めるため、適切な維持

管理を行うとともに、個別最適な学びを実現するため、教育データ

可視化システムの開発等を実施します。 

６４ページ下段、学校施設整備課所管「小学校新設校整備事業」

〈主な事業〉の「１ 武蔵浦和駅周辺地区義務教育学校整備事業」を

御覧ください。学校規模の適正化を図り、良好な教育環境を整備す

るための基本設計、実施設計を行うものです。また、下段の「２ 

新設大和田地区小学校整備事業」ですが、こちらは大和田特定土地

区画整理事業の進捗に合せ、市民利用前提の学校体育施設を備えた

小学校、保育所等を一体的に整備するための実施設計等を行うもの

でございます。 

続きまして、７０ページ上段、学校施設整備課所管「中学校施設

等整備事業」〈主な事業〉の「２ 空調機リフレッシュ事業」を御覧

ください。体育館への空調機の新規整備をするため、空調機の設置

工事及び工事を実施するための実施設計等を行うとともに、老朽化

した空調機の更新に係るＰＦＩ等導入可能性調査を行うものです。 

続きまして、７２ページ下段、高校教育課所管「高等学校施設等

維持管理事業」〈主な事業〉の「４ 学校施設リフレッシュ推進事

業」を御覧ください。学校施設リフレッシュ基本計画に基づき、学

校施設の計画的な改修や改築に向けた設計等を行うもので、来年度

に浦和南高等学校の老朽化した施設の基本設計業務を行うもので

す。 
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細田教育長 

 

 

武田委員 

 

 

 

 

 

次に７５ページ上段、生涯学習振興課所管「家庭地域連携事業」

〈主な事業〉の「１ コミュニティ・スクール推進事業」を御覧く

ださい。学校・家庭・地域が目標やビジョンを共有し、「地域ととも

にある学校づくり」を推進するため、全市立学校においてコミュニ

ティ・スクールを実施するものです。次も、同事業となりまして、

「４ チャレンジスクール推進事業」を御覧ください。子ども達が

地域社会の中で、心豊かで健やかにはぐくまれるよう、土曜日や放

課後等に、地域住民の参画を得て、子どもたちの自主的な学習や体

験活動等を実施します。 

次に、７８ページ上段、生涯学習総合センター所管「公民館安心

安全整備事業」〈主な事業〉の「１ 公民館施設リフレッシュ事業」

を御覧ください。与野本町公民館、南浦和公民館及び大古里公民館

の実施設計、大宮南公民館、上木崎公民館及び西浦和公民館の改修

工事等を実施するとともに、太陽光発電設備等を導入するためのも

のでございます。 

次に、８６ページ上段、健康教育課所管「学校給食管理運営事

業」〈主な事業〉の「６ 学校給食用食材の物価高騰分に対する支

援」を御覧ください。栄養バランスや量を保った給食の提供を確保

するため、学校給食用食材の物価高騰分を公費負担するためのもの

でございます。 

最後になりますが９２ページ上段、特別支援教育室所管〈主な事

業〉の「５ ひまわり特別支援学校知的障害教育部門高等部の開

設」を御覧ください。こちらは、令和５年４月にひまわり特別支援

学校に知的障害教育部門高等部を開設するものとなります。 

説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたしま

す。 

なお、本議案書の内容につきましては、「予算及び予算説明書」

「予算案の概要」として、１月２７日の市長定例記者会見の席で正

式に公表されることになります。 

    

ただいま御説明をいただいた予算案のうち、管理部及び学校教育部

の部分について何かありますか。 

 

６０ページにあります「教育情報ネットワーク推進事業」の〈主な

事業〉の「１ 児童生徒用コンピュータ整備事業」ですが、学校訪問

に行くと、タブレットが壊れた等の理由で、先生方は１人１台端末と

して行き届かせるのに苦労をしているような話をお聞きすることがあ

り、修理や補充等の予算としても十分なものとなっているのでしょう

か。 
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教育研究所長 

 

 

 

 

 

 

 

大谷委員 

 

 

 

 

 

 

教職員人事課長 

 

 

 

大谷委員 

 

教職員人事課長 

 

 

 

 

 

細田教育調 

 

 

 

細田教育長 

 

 

 

各委員 

 

細田教育長 

 

主な原因として、壊れてしまったタブレットの修繕を業者へ出し、

戻ってくるのに６ヵ月近程度の期間を要するようなこと、毎月約２５

０台以上を修繕に出している状況がありましたので、そのような声を

学校からいただいていたところでございます。今年度より、そのよう

な状況を改善すべく代替機の予算をいただき、対応させていただいて

いるところでございまして、状況は改善されているものと考えており

ます。 

 

学校現場は、多用な児童生徒を抱えており、人的資源は限られてい

る中においても、しっかりと学校運営をしていただいているというと

ころでございます。そのような学校現場の負担を少しでも軽減できる

ようにスクールアシスタントの配置について、もっと手厚くできるよ

うにしていただきたい。今の配置状況等についてお伺いしたいと思い

ます。 

 

スクールアシスタントについては、基本配置に則り配置していると

ころではありますが、各学校の実情その他を正確に聴き取り、学校を

支援できるような配置に努めているところでございます。 

 

予算的に人員を増やすようなことはないのでしょうか。 

 

予算の範囲内において、できる限り多くのスクールアシスタントの

配置をしているところでございます。教員の配置につきましても、

様々な事情により欠員が生じることがございますが、このような場合

にはあらゆる手段を講じまして、速やかに代替の教員を配置できるよ

うに努めているところでございます。 

 

他に何かございますか。 

ここで事務局の入替えを行います。準備ができ次第、議案第３号の

審議を再開いたします。 

 

それでは、議案第３号の審議を再開します。 

先ほど、御説明をいただいた予算案のうち生涯学習部の部分につい

て何かありますか。 

 

＜異議なし＞ 

 

出席委員全員の賛成により、議案第３号は原案のとおり可決され
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ました。 

ここで事務局の入替えを行います。準備ができ次第、再開いたし

ます。 

 

報告第１号 さいたま市教育委員会事務局及び教育機関の課長(課長相当職を含

む。）以上の人事について 

＜非公開案件につき内容は省略＞ 
 

報告第２号 議決事項の一部変更について（さいたま市立三橋小学校第３校舎・給

食室棟改築（建築）工事請負契約） 

報告第３号 議決事項の一部変更について（さいたま市立三橋小学校第３校舎・給

食室棟改築（機械設備）工事請負契約） 

 

細田教育長 

 

 

学校施設整備課

長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは再開します。報告第２号、第３号について事務局から説

明をお願いします。 

 

それでは、１ページの報告第２号「議決事項の一部変更について

（さいたま市立三橋小学校第３校舎・給食室棟改築（建築）工事請

負契約）」、及び４ページ報告第３号「議決事項の一部変更について

（さいたま市立三橋小学校第３校舎・給食室棟改築（機械設備）工

事請負契約）」について、こちらの２報告につきましては、関連する

工事となりますので、一括して御説明させていただきます。 

本件は、令和３年１２月（１１月繰上げ）定例会において議決を得

ました、さいたま市立三橋小学校第３校舎・給食室棟改築工事請負

契約における、契約金額の変更を行うための工事請負変更契約を締

結することについて、「さいたま市議会の議決に付すべき契約及び財

産の取得又は処分に関する条例」第２条の規定による３億円以上の

工事の請負契約の変更契約となることから、令和５年２月定例会に

おいて議決事項の一部変更について議会の議決を得るため、市長に

申出することを、教育長による臨時代理したものでございます。 

次に、工事の概要について御説明させていただきますので、７ペ

ージを御覧ください。２の工期、３の受注者、４の工事概要につき

ましては、当初の契約から変更はございません。５の変更内容です

が、建築工事におきましては、当初の請負金額は、９億２，１２４

万５千６百円でございますが、５，４２０万８千円増額し、９億

７，５４５万３千６百円とするものです。機械設備におきまして

は、当初の請負金額は、３億３，３５３万１千円でございますが、

２，５２５万６千円増額し、３億５，８７８万７千円とするもので

す。６の変更概要でございますが、工期内の賃金及び物価に急激な
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細田教育長 

変動が生じたことにより、受注者からインフレスライドによる契約

金額変更の請求があったため、請負金額を変更するものです。 

説明は以上でございます。 

 

他に何かございますか。 

それでは、この件は終了といたします。 

 

報告第４号 さいたま市立尾間木小学校（２５－１、－２・３８棟）リフレッシュ

改修（建築）工事請負契約について 

 

細田教育長 

 

学校施設整備課

長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

続きまして、報告第４号について事務局から説明をお願いします。 

 

報告第４号「さいたま市立尾間木小学校（２５－１、－２・３８

棟）リフレッシュ改修（建築）工事請負契約について」を御説明さ

せていただきます。 

１０ページを御覧ください。この報告は、尾間木小学校管理・特

別教室棟の改修（建築）工事を行うため、一般競争入札により、契

約金額５億４，８９０万円で、三ツ和・山一特定共同企業体と工事

請負契約を締結することについて、令和５年２月定例会において議

会の議決を得るため、市長に申出することを、教育長による臨時代

理したものでございます。 

次に、工事の概要について御説明させていただきますので、12 ペ

ージをお願いいたします。本工事は、緑区内にあります尾間木小学

校の老朽化した校舎の改修工事に関するものでございます。４の構

造規模につきましては、屋内運動場と一体の、管理・特別教室棟

（２５－１、２５－２棟）及び、普通・特別教室棟（３８棟）とも

に、鉄筋コンクリート造、地上３階建てでございます。５の工期に

つきましては、議会の議決日から令和７年２月２８日迄でございま

す。 

６の改修内容につきましては、防水改修工事、外壁改修工事、建

具改修工事、内装改修工事、塗装改修工事、便所改修工事、環境配

慮工事となっております。資料１３ページを御覧ください。左側が

案内図となります。尾間木小学校はＪＲ武蔵野線の東浦和駅から北

西に約８００メートルの場所に位置しています。次に、右側が配置

図となっておりまして、今回の改修工事の建物は、既存校舎の老朽

化に伴い改修するもので、網掛けとなっている２５－１棟の管理・

特別教室棟、２５－２棟の屋内運動場、３８棟の普通・特別教室棟

が対象となる建物です。 
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細田教育長 

次に、資料１４ページは、２５-１棟、管理・特別教室棟の１階、

２階の平面図になります。次に、資料１５ページをお願いいたしま

す。２５－１棟、管理・特別教室棟の３階、２５－２棟、屋内運動

場の平面図でございます。次に、資料１６ページをお願いいたしま

す。２５－２棟、屋内運動場の屋上及び３８棟、普通・特別教室棟

の１階から４階の平面図でございます。 

説明は以上でございます。 

 

他に何かございますか。 

それでは、この件は終了といたします。 

 

報告第５号 さいたま市立大宮北小学校（１－１、－２・２・１８棟）リフレッシ

ュ改修（建築）工事請負契約について 

報告第６号 さいたま市立大宮北小学校（１－１、－２・２・１８棟）リフレッシ

ュ改修（機械設備）工事請負契約について 

 

細田教育長 

 

 

学校施設整備課

長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

続きまして、報告第５号、第６号について事務局から説明をお願

いします。 

 

報告第５号「さいたま市立大宮北小学校（１－１、－２・２・１

８棟）リフレッシュ改修（建築）工事請負契約について」、報告第６

号「さいたま市立大宮北小学校（１－１、－２・２・１８棟）リフ

レッシュ改修（機械設備）工事請負契約について」、こちらの２議案

につきましては、関連する工事となりますので、一括して御説明さ

せていただきます。 

資料１９ページを御覧ください。この報告は、大宮北小学校普

通・特別教室棟、教室・給食棟などの改修（建築）工事を行うた

め、一般競争入札により、契約金額６億５９０万４，２００円で、

佐伯工務店・佐伯リフォーム特定共同企業体と工事請負契約を締結

することについて、令和５年２月議会において議会の議決を得るた

め、市長に申出することを、教育長による臨時代理したものでござ

います。 

次に、資料２４ページを御覧ください。この報告は、大宮北小学

校普通・特別教室棟、教室・給食棟などの改修（機械設備）工事を

行うため一般競争入札により、契約金額３億８９６万３，６００円

で、茂田・ハギワラ特定共同企業体と工事請負契約を締結すること

について、令和５年２月議会において議会の議決を得るため、市長

に申出することを教育長による臨時代理したものでございます。次

に、工事の概要について説明させていただきますので、２６ページ
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細田教育長 

 

をお願いいたします。本工事は、大宮区内にあります大宮北小学校

の老朽化した校舎の改修工事に関するものでございます。４の構造

規模につきましては、１－１、－２棟の普通・特別教室棟、２棟の

教室・給食室棟、１８棟の管理・特別教室棟は鉄筋コンクリート

造、地上３階建てでございます。５の工期につきましては、議会の

議決日から令和６年８月３０日迄でございます。 

６の改修内容につきましては、建築工事が防水改修工事、外壁改

修工事、建具改修工事、内装改修工事、塗装改修工事、便所改修工

事、外構改修工事、環境配慮工事、機械設備工事が空気調和設備工

事、換気設備工事、自動制御設備工事、衛生器具設備工事、給水設

備工事、排水設備工事、消火設備工事、給湯設備工事、厨房設備工

事となっております。 

資料２７ページを御覧ください。右が案内図となります。大宮北小

学校はＪＲ大宮駅から北東に約６００メートルの場所に位置してい

ます。次に、左側が配置図となっておりまして、今回の改修工事の

建物は、既存校舎の老朽化に伴い改修するもので、網掛けとなって

いる普通・特別教室棟、教室・給食室棟、管理・特別教室棟が対象

となる建物です。次に、資料２８ページからは各校舎棟の平面図と

なります。 

説明は以上でございます。 

 

他に何かございますか。 

それでは、この件は終了といたします。 

 

報告第７号 さいたま市立針ヶ谷小学校（１７・１９・２７・２８・２９棟）リフ

レッシュ改修（建築）工事請負契約について 

 

細田教育長 

 

 

学校施設整備課

長 

 

 

 

 

 

 

 

続きまして、報告第７号について事務局から説明をお願いしま

す。 

 

報告第７号「さいたま市立針ヶ谷小学校（１７、１９、２７・２

８・２９棟）リフレッシュ改修（建築）工事請負契約について」を

御説明させていただきます。 

３６ページをお願いいたします。この報告は、針ヶ谷小学校普通

教室棟、屋内運動場及びプール附属棟の改修（建築）工事を行うた

め、一般競争入札により、契約金額４億１，３９０万８，０００円

で、中島・サンエイ特定共同企業体と工事請負契約を締結すること

について、令和５年２月定例会において議会の議決を得るため、市
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長に申出することを、教育長による臨時代理したものでございま

す。 

次に、工事の概要について説明しますので、３８ページをお願い

いたします。本工事は、浦和区内にあります針ヶ谷小学校の老朽化

した校舎の改修工事に関するものでございます。４の構造規模につ

きましては、普通教室棟は鉄筋コンクリート造、地上３階建て、屋

内運動場棟は鉄骨造、地上２階建て、プール附属棟はコンクリート

ブロック造、平屋建てでございます。５の工期につきましては、議

会の議決日から令和６年２月２８日迄でございます。６の改修内容

につきましては、防水改修工事以下、列記されている工事です。資

料３９ページを御覧ください。左上が案内図となります。針ヶ谷小

学校はＪＲ与野駅から南東に約１．１キロメートルの場所に位置し

ております。次に、右側が配置図となっておりまして、今回の改修

工事の建物は、既存校舎の老朽化に伴い改修するもので、網掛けと

なっている普通教室棟、屋内運動場棟、プール附属棟が対象となる

建物です。 

なお、配置図北側に普通特別教室棟及び給食室棟と記載のある建

物は、現在、改修中であり、令和５年３月１７日が工期末でござい

ます。資料４０ページからは各校舎棟の平面図となります。 

説明は以上でございます。 

 

他に何かございますか。 

それでは、この件は終了といたします。 

 

報告第８号 さいたま市立与野西中学校（１・４・１１・１３・１５・２０棟）リ

フレッシュ改修（建築）工事請負契約について 

報告第９号 さいたま市立与野西中学校（１・４・１１・１３・１５・２０棟）リ

フレッシュ改修（機械設備）工事請負契約について 

 

細田教育長 

 

 

学校施設整備課

長 

 

 

 

 

 

続きまして、報告第８号、第９号について事務局から説明をお願

いします。 

 

それでは、報告第８号「さいたま市立与野西中学校（１・４・１

１・１３・１５・２０棟）リフレッシュ改修（建築）工事請負契約

について」、報告第９号「さいたま市立与野西中学校（１・４・１

１・１３・１５・２０棟）リフレッシュ改修（機械設備）工事請負

契約について」、こちらの２報告につきましては、関連する工事とな

りますので、一括して御説明させていただきます。 
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４５ページをお願いいたします。この報告は、与野西中学校北校

舎西棟・西校舎棟、教室・給食室棟などの改修（建築）工事を行う

ため、一般競争入札により、契約金額８億６４万７，１００円で、

共栄・ハイシマ特定共同企業体と工事請負契約を締結することにつ

いて、令和５年２月議会において議会の議決を得るため、市長に申

出することを、教育長による臨時代理したものでございます。 

４９ページをお願いいたします。この報告は、与野西中学校北校

舎西棟・西校舎棟、教室・給食室棟などの改修（機械設備）工事を

行うため、一般競争入札により、契約金額３億５，０２７万８００

円で、深井・タカセ特定共同企業体と工事請負契約を締結すること

について、令和５年２月議会において議会の議決を得るため、市長

に申出することを、教育長による臨時代理したものでございます。 
次に、工事の概要について御説明させていただきますので、５１

ページをお願いいたします。本工事は、中央区内にあります与野西

中学校の老朽化した校舎の改修工事に関するものでございます。４

の構造規模につきましては、北校舎西棟・北校舎中央棟は地上３階

建て、西校舎棟・南校舎棟は地上２階建て、給食室棟は平屋建て

で、いずれも鉄筋コンクリート造でございます。５の工期につきま

しては、議会の議決日から令和６年１２月１６日迄でございます。

６の改修内容につきましては、建築工事が防水改修工事、以下列挙

されている工事となります。機械設備工事につきましては空気調和

設備工事、以下列挙されている工事となります。資料５２ページを

御覧ください。左が案内図となります。与野西中学校はＪＲ与野本

町駅から南西に約３００メートルの場所に位置しております。次

に、右側が配置図となっておりまして、今回の改修工事の建物は、

既存校舎の老朽化に伴い改修するもので、網掛けとなっている北校

舎西棟（１棟）・北校舎中央棟（１１・１３棟）・西校舎棟（４棟）・

南校舎棟（１５棟）・給食室棟（２０棟）が対象となる建物です。 

資料５３ページからは各校舎棟の平面図となります。 

説明は以上でございます。 

 

他に何かございますか。 

それでは、この件は終了といたします。 

 以上をもちまして、本日の教育委員会会議の議事を終了いたしま

す。 

これにて、教育委員会会議を閉会いたします。 

 

８ 閉     会      午後４時１０分 


